


 

は じ め に 

 

 少子高齢化の進展をはじめ、社会経済情勢が急速に変化するなかで、持続可

能な活力ある社会を維持していくためには、男女がともに人権を尊重し、責任

を分かち合いながら、その個性と能力を最大限に発揮することができる男女共

同参画社会の実現が重要な課題となっています。 

 国においては、令和４年６月に「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２

２（女性版骨太の方針２０２２）」が閣議決定され、制度・意識・慣行など構

造的な問題や、女性の人生と家族の姿が多様化している実態を踏まえ、「女性

の経済的自立」「女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現」「男性の

家庭・地域社会における活躍」「女性の登用目標達成（第５次男女共同参画基

本計画の着実な実行）」が重点的に取り組むべき事項とされました。 

 本県においては、令和３年１月に策定した「新・群馬県総合計画」において、

国連のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）にある目標の一つ「ジェンダー平等の

実現」の理念を取り込み、性別に関わらず活躍できる県民総活躍社会の実現を

目指しています。また、平成１６年３月制定の「群馬県男女共同参画推進条例」

や令和３年３月策定の「第５次群馬県男女共同参画基本計画」に基づき、他部

局や関係機関と連携し、各種セミナーや講演会を開催するなど、様々な施策を

推進しています。 

 また、近年特に問題となっている配偶者等からの暴力（ＤＶ）については、

平成３１年３月に策定した「第４次ぐんまＤＶ対策推進計画」に基づき、配偶

者等からの暴力のない社会の実現を目指し、民間支援団体とも連携して、被害

者の保護や自立支援のための施策について推進してきました。 

 これらの取組を通じ、男女が性別に関わらず一人ひとりの考え方や生き方が

尊重される社会、あらゆる分野への参画への機会が保障され、その個性と能力

を十分に発揮できる社会、誰ひとり取り残されない社会の実現を目指していま

す。 

 この年次報告書は、群馬県男女共同参画推進条例第７条の規定により、本県

の令和３年度男女共同参画の推進状況、県の施策の実施状況及び令和４年度に

実施する施策を取りまとめたものです。 

 本書が多くの皆様に男女共同参画社会についての理解と関心を深めていた

だく資料として活用していただければ幸いです。 

 

  令和４年１１月 

群馬県生活こども部生活こども課長 服部 裕   

 






























































































































































